
平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

三

七

号

営
業
活
動
に
携
わ
る
労
働
者
の
具
体
的
事
例
へ
の
裁
量
労
働
制
の
適
用
の
適
否
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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営
業
活
動
に
携
わ
る
労
働
者
の
具
体
的
事
例
へ
の
裁
量
労
働
制
の
適
用
の
適
否
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
四
十
一
回
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
示
さ
れ
た
、
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
諮
問
時
か
ら
の
変
更
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
）
」
（
以
下
、
「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
「
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
の
対
象
業
務
の
追
加
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

平
成
二
十
七
年
通
常
国
会
提
出
法
案
の
概
要
資
料
で
は
、
追
加
す
る
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務
の
一
つ
が

「
課
題
解
決
型
提
案
営
業
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
の
概
要
資
料
で
は
「
課
題
解
決
型

の
開
発
提
案
業
務
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
更
に
よ
り
、
対
象
業
務
は
広
が
り
ま
し
た
か
、
狭
ま
り
ま
し
た
か
、

そ
れ
と
も
変
わ
り
ま
せ
ん
か
。

二

車
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
、
燃
費
な
ど
も
含
め
た
車
の
効
果
的
な
活
用
方
法
を
、
個
人
や
法
人
の
顧
客
に
提
案
を
し
な
が
ら

販
売
す
る
提
案
型
営
業
を
業
務
と
す
る
労
働
者
は
、
現
行
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、

「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。
さ
ら
に
、
個
人
向
け
営
業
と
法
人

向
け
営
業
の
割
合
に
よ
り
、
上
記
の
判
断
は
変
わ
り
ま
す
か
。

一



三

コ
ピ
ー
機
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
、
自
社
の
コ
ピ
ー
機
の
活
用
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
と
業
務
の
効
率
化
の
実
現
に
つ
い
て
、

法
人
に
提
案
型
営
業
を
し
て
い
る
労
働
者
は
、
現
行
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
「
働
き

方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

四

企
業
の
企
画
立
案
の
業
務
に
加
え
、
個
人
向
け
の
パ
ソ
コ
ン
の
販
売
業
務
を
全
体
の
二
割
の
業
務
時
間
で
行
っ
て
い
る
労

働
者
は
、
現
行
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
の
企
画
業

務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

五

「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
で
拡
大
さ
れ
る
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
う
ち
、
課
題
解
決
型
の
開
発
提
案
業
務
に

つ
い
て
、
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
業
務
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
当
該
業
務
を
行
っ
て
い
る
部

署
名
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、
現
実
の
企
業
の
部
署
名
を
踏
ま
え
て
、
併
せ
て
示
し
て
下
さ
い
。

六

最
低
賃
金
で
働
い
て
い
る
労
働
者
に
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

七

契
約
期
間
三
か
月
の
契
約
社
員
お
よ
び
契
約
期
間
一
年
の
契
約
社
員
に
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
適
用
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
で
す
か
。

八

入
社
一
年
目
の
新
入
社
員
に
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

二



九

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
年
収
要
件
、
あ
る
い
は
年
齢
要
件
は
あ
り
ま
す
か
。
す
な
わ
ち
、
年
収
が
い
く
ら
低
く
て

も
、
あ
る
い
は
二
十
歳
未
満
の
労
働
者
に
も
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

十

課
題
解
決
型
の
開
発
提
案
業
務
に
つ
い
て
、
法
人
営
業
の
み
の
業
務
は
対
象
と
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
一
部
で
あ
れ
ば
法

人
営
業
が
含
ま
れ
て
い
る
業
務
は
対
象
と
な
り
ま
す
か
。
一
部
が
法
人
営
業
で
あ
る
業
務
が
対
象
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
法

人
営
業
の
割
合
は
何
割
ま
で
で
あ
れ
ば
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

十
一

課
題
解
決
型
の
開
発
提
案
業
務
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
含
ま
れ
る
営
業
の
割
合
が
何
割
以
上
で
あ

れ
ば
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
適
用
が
無
効
と
な
り
ま
す
か
。
も
し
、
明
確
に
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
事
業

主
、
労
働
者
、
労
働
基
準
監
督
署
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
つ
ま
り
、
基
準
が
明
確
で
な
け

れ
ば
、
拡
大
解
釈
さ
れ
て
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
適
用
が
拡
大
し
、
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
せ
ん

か
。

十
二

過
去
、
み
な
し
労
働
時
間
と
実
際
の
労
働
時
間
の
差
が
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
、
及
び
、
入
社
後
の
年
月
が
短
か

過
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
、
裁
量
労
働
制
の
適
用
が
無
効
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
件
あ
り
ま
す
か
。

十
三

裁
量
労
働
制
の
適
用
対
象
で
な
い
の
に
適
用
に
し
て
い
た
事
例
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
監
督
署
が
そ
の
適
用
を
無
効
と

三



判
断
し
て
も
、
適
用
し
た
時
期
に
遡
り
残
業
代
を
支
払
え
ば
よ
い
だ
け
で
、
違
反
に
つ
い
て
罰
金
や
罰
則
も
な
い
な
ら
、
事

業
者
が
適
用
要
件
を
十
分
に
吟
味
せ
ず
、
安
易
に
裁
量
労
働
制
の
適
用
を
拡
大
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

十
四

以
上
の
事
例
の
中
で
、
本
来
適
用
で
き
な
い
の
に
、
企
画
業
務
型
な
い
し
は
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
適
用
し
た
場

合
、
罰
金
か
罰
則
は
あ
り
ま
す
か
。

十
五

裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
実
際
の
残
業
が
月
に
百
時
間
以
上
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
場
合
、
法

令
上
の
問
題
は
あ
り
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
。

十
六

裁
量
労
働
制
の
適
用
対
象
で
な
い
の
に
、
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
遡
っ
て
残
業
代
を
支
払
う
よ
う
に
労
働

基
準
監
督
署
が
指
導
等
を
行
っ
た
事
例
は
、
こ
の
五
年
間
に
何
件
あ
り
ま
し
た
か
。
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
と
専
門
型
裁

量
労
働
制
の
そ
れ
ぞ
れ
に
回
答
く
だ
さ
い
。

十
七

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
、
裁
量
労
働
制
の
場
合
は
、
明
記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
何
で
す

か
。

十
八

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
で
、
契
約
社
員
に
裁
量
労
働
制
と
明
記
し
て
あ
る
の
は
問
題
で
す
か
、
問
題
は
な
い
で
す

か
。
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
裁
量
労
働
制
と
明
記
し
て
あ
る
場
合
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
、
契
約
社
員
に
裁
量
労

四



働
制
を
適
用
す
る
こ
と
に
問
題
な
い
の
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
か
。

十
九

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
で
、
新
卒
を
対
象
と
す
る
求
人
、
あ
る
い
は
職
種
が
営
業
で
あ
る
求
人
に
裁
量
労
働
制
と
明

記
し
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
で
す
か
、
問
題
は
な
い
で
す
か
。
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
裁
量
労
働
制
と

明
記
し
て
あ
る
場
合
、
新
卒
に
裁
量
労
働
制
を
適
用
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
職
種
が
営
業
で
あ
る
こ
と
が
問
題
な
い
の
か
否

か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
か
。

二
十

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
は
、
最
低
賃
金
の
求
人
の
場
合
、
あ
る
い
は
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
種
に
つ

い
て
の
求
人
の
場
合
は
、
裁
量
労
働
制
と
明
記
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い

て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

五


